
┏ ┓  ～ ひ と り 親 家 庭 の 自 立 を サ ポ ー ト す る ～  

┗ ■   Y E L L な が さ き  メ ー ル マ ガ ジ ン V o l . 1 7 2  2 0 2 2 . 7 . 1 5 配 信  

 ┗ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━  

 

こ の メ ー ル マ ガ ジ ン は 、 情 報 提 供 を 希 望 す る 登 録 者 の み な さ ま  

及 び ス タ ッ フ が 名 刺 交 換 を さ せ て い た だ い た 方 へ お 送 り し て い ま す 。 

 

_ / _ / _ / _ /  I  N  D  E  X  _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ /  

 

 

・ 特 集… … 東 京 海 上 日 動 あ ん し ん 生 命  

「 給 付 型 奨 学 金 制 度 」 の ご 案 内  

 

・ 支 援 情 報… … 令 和 4 年 度 県 営 住 宅 募 集  

(各 地 区 の 第 2 期 の 募 集 住 宅 一 覧 表 配 布 )  

         

令 和 4 年 度 県 営 ・ 市 営 住 宅 空 家 募 集  

  

・ 7月・8月の予定… … Y E L L な が さ き 定 期 法 律 相 談  

 

・ 編 集 後 記… … 土 用 丑 の 日  

 

■ 特 集━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━  

 

◆ あ ん し ん 生 命  「 給 付 型 奨 学 金 制 度 」 の ご 案 内  

本 奨 学 金 は 、 疾 病 に よ り 保 護 者 を 失 っ た 遺 児 が 、 経 済 的 な 理 由 に よ

り 大 学 等 の 進 学 を あ き ら め て し ま う こ と が な い よ う に 「 東 京 海 上 日

動 あ ん し ん 生 命 奨 学 金 制 度 」 に 基 づ い て 運 営 さ れ る も の で す 。  

 

申 請 資 格 等  



疾 病 に よ り 保 護 者 を 失 っ た （ ※ 1） 遺 児 で 、 高 等 学 校 等 （ ※ 2） か ら

大 学 等（ ※ 3）へ の 進 学 希 望 が あ り 、経 済 的 理 由 に よ り 援 助 を 必 要 と

し 、 経 済 的 理 由 に よ り 援 助 を 必 要 と し 、 次 の 1・ 2 両 方 に 該 当 す る

方 。  

（ ※ 1） 死 亡 診 断 書 の 「 死 亡 の 原 因 」 欄 に 病 名 が 記 載 さ れ 、「 死 因 の

種 類 」 欄 が 「 1 .病 死 お よ び 自 然 死 」 と な っ て い る こ と を 条 件 と し

ま す 。  

（ ※ 2）高 等 学 校 等 と は 、学 校 教 育 法 に よ り 定 め ら れ た 次 の 機 関 を 指

し 、 国 、 公 、 私 ・ お よ び 昼 ・ 夜 間 の 別 は 問 い ま せ ん 。  

・ 高 等 学 校  

・ 特 別 支 援 学 校 の 高 等 部  

・ 中 等 教 育 学 校 の 後 期 課 程  

・ 高 等 専 門 学 校  

・ 専 修 学 校 の 高 等 課 程  

（ ※ 3） 大 学 等 と は 、 学 校 教 育 法 に よ り 定 め ら れ た 次 の 機 関 を 指 し 、

国 、 公 、 私 ・ お よ び 昼 ・ 夜 間 の 別 は 問 い ま せ ん 。  

・ 大 学  

・ 短 期 大 学  

・ 専 修 学 校 専 門 課 程  

 

1 .申 請 資 格  

2 0 2 3 年 4 月 に 満 2 1 歳 未 満 で 、 次 の ( 1 )か ら ( 3 )の い ず れ か に 該 当 す

る 方 。  

( 1 )  2 0 2 3 年 3 月 末 に 高 等 学 校 等 を 卒 業 予 定 の 方 。  

( 2 )  高 等 学 校 等 を 卒 業 後 、 2 年 以 内 の 方 （ 大 学 等 に 入 学 さ れ た こ と

の あ る 方 は 除 き ま す 。）  

( 3 )  国 の 「 高 等 学 校 卒 業 程 度 認 定 試 験 」 に 合 格 さ れ た 方 （ 大 学 等 に

入 学 さ れ た こ と の あ る 方 は 除 き ま す 。）  

2 .所 得  

申 請 時 に お け る 保 護 者 の 前 年 度 の 年 間 世 帯 収 入 金 額 が 5 5 0 万 円 を 超



え な い 方 。  

※ 他 の 奨 学 金 と の 併 用 も 可 能 で す 。  

※ 東 京 海 上 日 動 あ ん し ん 生 命 で の ご 契 約 の 有 無 に か か わ ら ず ご 応 募

い た だ け ま す 。  

【 募 集 人 数 】  6 0 名  

【 給 付 額】  年 間 3 0 万 円  

【 申 請 期 間 】  2 0 2 2 年 6 月 1 日 (水 )～ 2 0 2 2 年 1 0 月 3 1 日 (月 )      

当 日 消 印 有 効  

制 度 の 詳 細 ・ お 申 込 み 手 続 き は 下 記 を ご 参 照 く だ さ い 。  

「 公 益 社 団 法 人  日 本 フ ィ ラ ン ソ ロ ピ ー 協 会 」  

ホ ー ム ペ ー ジ  h t t p : / / w w w . p h i l a n t h r o p y . o r . j p / a n s h i n  

電 話 番 号 ： 0 3 - 5 2 0 5 - 7 5 8 0（ 平 日 9 時 3 0 分 ～ 1 8 時 ※ 年 末 年 始 除 く ）  

E m a i l： j p a - i n f o @ p h i l a n t h r o p y . o r . j p  

 

■ 支 援 情 報━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━  

 

◆ 令 和 4 年 度 県 営 住 宅 募 集 が 開 始 さ れ ま す 。  

長 崎 地 区 、 佐 世 保 地 区 、 諫 早 地 区 、 大 村 地 区 、 各 地 区 の 第 2 期 の 募

集 住 宅 一 覧 表 配 布 が 8 月 5 日 （ 金 ） か ら と な っ て お り ま す 。  

〇 募 集 に 関 す る お 問 合 せ は 、 直 接 、 各 地 区 の 住 宅 公 社 に お 尋 ね く だ

さ い 。  

【 お 問 い 合 わ せ 先 】  

 長 崎 県 住 宅 供 給 公 社   本 社 （ 長 崎 地 区 ）    0 9 5 - 8 2 3 - 3 0 5 0  

 長 崎 県 住 宅 供 給 公 社    佐 世 保 事 務 所       0 9 5 6 - 2 2 - 9 6 1 2  

長 崎 県 住 宅 供 給 公 社     大 村 事 務 所         0 9 5 7 - 5 2 - 6 8 2 5  

長 崎 県 住 宅 供 給 公 社     諫 早 事 務 所        0 9 5 7 - 2 6 - 9 0 5 3  

 

◆ 令 和 4 年 度 長 崎 市 の 市 営 住 宅 空 家 募 集 が 始 ま り ま す 。  

 

市 の ホ ー ム ペ ー ジ で 空 き 物 件 の 確 認 な ど も で き ま す 。  



【 申 込 書 配 布 】 令 和 4 年 7 月 2 6 日 （ 火 ） ～ 8 月 4 日 （ 木 ）  

【 配 布 場 所 】 地 域 セ ン タ ー 、 地 区 事 務 所 、 市 営 住 宅 指 定 管 理 者 窓 口

（ 桜 町 第 ２ 別 館 、三 重 地 域 セ ン タ ー 、三 和 地 域 セ ン タ ー ）、消 費 者 セ

ン タ ー 、 三 重 地 区 市 民 セ ン タ ー 、 ア マ ラ ン ス で 配 布 。  

【 申 込 受 付 】 令 和 4 年 8 月 2 日 （ 火 ） ～ 8 月 4 日 （ 木 ）  

【 申 込 場 所 】 県 勤 労 福 祉 会 館 な ど  

【 抽 選 会 】 令 和 4 年 8 月 1 0 日 （ 水 ）  

【 再 募 集 】 令 和 4 年 8 月 1 5 日 （ 月 ）  

【 入 居 者 説 明 会 】 令 和 4 年 9 月 2 8 日 （ 水 ）  

〇 入 居 は 1 0 月 上 旬 頃  

三 和 地 区 が 「 過 疎 地 域 」 に 指 定 さ れ た た め 、 市 営 住 宅 に つ い て 入 居

の 収 入 要 件 を 緩 和 し 、 同 居 親 族 要 件 を 一 部 撤 廃 し て あ り ま す 。  

【 お 問 合 せ 】 長 崎 市  市 営 住 宅 指 定 管 理 者  

（ ℡ ： 0 9 5 - 8 2 9 - 2 9 8 9、 ℡ ： 0 9 5 - 8 2 9 - 2 9 9 1）  

 

■ 7 月・8 月 の 予 定 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━  

 

◆ 「 Y E L L な が さ き 定 期 法 律 相 談 」  

7 月 2 0 日 （ 水 ） 1 3 : 0 0～ 1 6 : 0 0  ＜ 池 内  愛 弁 護 士 ＞  

8 月 1 8 日 （ 木 ） 1 3 : 0 0～ 1 6 : 0 0  ＜ 伊 藤  岳 弁 護 士 ＞  

《 事 前 予 約 受 付 中 》  

 

池 内  愛 弁 護 士  

池 内 愛 法 律 事 務 所 ホ ー ム ペ ー ジ   

h t t p : / / a i - l o . c o m /  

 

伊 藤  岳 弁 護 士  

崎 陽 合 同 法 律 事 務 所 ホ ー ム ペ ー ジ  

h t t p s : / / w w w . k i y o u g o u d o u . c o m /  

 

https://www.kiyougoudou.com/


※ 池 内 弁 護 士 ・ 伊 藤 弁 護 士 共 に 長 崎 県 弁 護 士 会 所 属 で す 。  

 

※ 日 程 等 合 わ な い 場 合 は ご 相 談 く だ さ い 。  

※ 来 所 し て の 相 談 が 難 し い 場 合 は 、 電 話 法 律 相 談 も 行 な っ て お り ま  

す 。 ま ず は お 問 合 せ く だ さ い 。  

 

■  編 集 後 記 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━  

 

◆ 土 用 丑 の 日  

雑 節 の ひ と つ で 毎 年 7 月 2 0 日 頃（ 2 0 2 2 年 は 7 月 2 3 日 と 8 月 4 日 で

す ）。一 年 を 五 行 説 に あ て は め 、春 は 木 、夏 は 火 、秋 は 金 、冬 は 水 と

し て 、 あ ま っ た 土 を 季 節 の 変 わ り 目 に 置 い て 、 立 春 、 立 夏 、 立 秋 、

立 冬 の 前 の 1 8 日 間 を 土 用 と 呼 び ま す 。本 来 は 年 4 回 で す が 、現 在 で

は 立 秋 前 の 土 用 の み を さ す の が 一 般 的 。 丑 の 日 の 「 丑 」 と は 十 二 支

の 「 子 （ ね ）、 丑 （ う し ）、 寅 （ と ら ）、 兎 （ う ）・ ・ ・ ・ 」 の 丑 の こ

と で 、方 角 や 月 、日 に ち を 数 え る の に も 使 わ れ ま す 。 1 2 日 周 期 で 丑

の 日 が ま わ っ て く る た め 、 土 用 の 間 に 2 回 丑 の 日 が く る こ と も 。 う

な ぎ は も ち ろ ん 、 梅 干 し 、 う ど ん 、 う り （ き ゅ う り 、 ス イ カ ） な ど

「 う 」 の つ く 食 べ 物 を 食 べ る と 夏 バ テ し な い と 言 わ れ て い ま す 。  

 

最 後 ま で 読 ん で い た だ い て あ り が と う ご ざ い ま し た 。  

 

_ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ /  


